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旅費規程 

昭和39年４ 月１ 日 

制定 

  

改正 昭和45年６ 月１ 日 昭和48年６ 月１ 日  

   昭和50年７ 月１ 日 昭和52年４ 月１ 日  

   昭和56年４ 月１ 日 昭和61年７ 月１ 日  

   昭和63年５ 月１ 日 平成元年４ 月１ 日  

   平成３ 年４ 月１ 日 平成14年10月１ 日  

   平成19年４ 月１ 日 平成20年４ 月１ 日  

   平成30年７ 月１ 日 2024年３ 月１ 日  

   2024年４ 月１ 日 2024年８ 月１ 日  

第１ 章 総則 

（ 目的）  

第１ 条 本規程は、 学校法人日本女子大学の専任教職員が校務のため、 国内外に出張する 場合の旅費

に関する 事項を 定める 。  

（ 出張の定義）  

第２ 条 出張と は、 理事長、 学長、 校長、 園長の命又は許可によ る も のを いう 。  

（ 旅費の種類）  

第３ 条 旅費は、出発地から 目的地を 経て 帰着地に至る 出張に要する 交通費（ 鉄道賃、船賃、航空賃、

諸車賃） 、 日当及び宿泊料と する 。  

（ 旅費の計算）  

第４ 条 旅費は、 最も 経済的な 通常の経路及び方法によ り 旅行し た場合の旅費によ っ て計算する 。 た

だし 、 天災その他やむを 得な い事由のため、 最も 経済的な通常の経路又は方法によ る こ と がで き な

い場合は、 その現によ っ た経路及び方法によ っ て計算する 。  

２  旅費計算の具体的な方法について は、 本規程に定める ほか別に定める 。  

（ 旅費の支給）  

第５ 条 出張者は、 所定の出張稟議書に必要な書類を 添えて 、 出張前に提出し な ければな ら な い。  

２  旅費は日本国通貨によ っ て 支給し 、 出張者が外国通貨で の立替払いを 要し た場合の換算方法は別

に定める 。  

（ 前渡し 及び精算）  

第６ 条 旅費は、 あら かじ め請求によ り 概算前渡し する こ と ができ る 。  

２  概算前渡し を 受けた出張者及び旅費に差額が生じ た出張者は、 帰任後３ 日以内に所定様式によ り

必要な 領収書等を 添えて精算手続を し なければなら な い。  

３  航空機を 利用する 場合は、 原則と し て 、 請求書によ る 航空会社若し く は旅行会社への支払又は出

張者の立替払いによ り 航空会社、 旅行会社若し く はク レ ジッ ト 会社の発行し た領収書等の添付によ

る 実費精算のいずれかと する 。  

（ 出張報告）  

第７ 条 出張者は、 帰任後１ 週間以内に所定様式によ り 、 出張の実態を 明ら かにし た出張報告書を 提

出し な ければな ら な い。  

２  新幹線の利用者は、 自動券売機発行の領収書又は旅行会社等が発行し たそれに替わる も のを 、 出

張報告書に添付し て 提出し な ければな ら な い。  

３  航空機の利用者は、搭乗券の半券又は航空会社等が発行し たそれに替わる 搭乗を 証明する 書類を 、

出張報告書に添付し て提出し な ければなら な い。  

（ 研究、 研修、 学会出張）  

第８ 条 研究、研修、学会出張の場合には、当該予算の範囲内で本規程の旅費を 上限と し て支給する 。  

２  前項の事由によ る 出張において 、 本学以外の機関（ 国又はその他） から 補助金等が交付さ れる 場

合、 ある いは、 あら かじ め納付する 一定額の会費等の中に明確に旅費の一部が含まれている と 認め

ら れる 場合は、 いずれも 本規程に定める 旅費の所定額から 、 それら の相当額を 控除し て支給する 。  

３  第１ 項の事由によ る 出張において 、 納付する 会費と し て 宿泊料を 指定さ れた場合は、 明細書及び
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領収書の提出によ り その実額を 支給する 。  

（ 旅費の打切り ）  

第９ 条 長期滞在その他、 出張の性質上、 旅費の打切り を 行う こ と がある 。  

（ 出張中の事故）  

第10条 出張中、 天災、 負傷、 疾病その他やむを 得な い事故のため、 あら かじ め定めら れた日程を 超

え て 滞在し た時はその間の旅費は、 別表( １ ) の定める 額を 支給する 。 ただし 、 こ の場合には、 医師

の診断書その他の証明書を 添付し て 請求し な ければな ら ない。  

（ 随行出張）  

第11条 出張旅費の等級の上位にある 者に随行を 命ぜら れ、 業務上行動を 分離し がたい場合に限り 、

日当を 除く 旅費は上位者と 同額を 支給でき る 。  

（ 休日出張）  

第12条 出張期間中の休日（ 出発日又は帰着日も 含む） に勤務の指示を う け又はやむを 得ない理由に

よ り 、 業務を 行っ た場合には、 当日の旅費は別表( １ ) に定める 額を 支給し 、 帰任後、 振替えて 休日

を 与え る 。  

（ 出張中の私事）  

第13条 出張期間中の休日又は私事のための滞留及び廻り 路にかかる 路程又は日数に対し ては旅費を

支給し ない。  

（ 旅行雑費）  

第14条 旅行雑費は、 出張の目的、 理由その他特別の事情によ り 費用を 必要と する 場合にのみ支給す

る 。  

第２ 章 国内出張の旅費 

（ 鉄道賃、 船賃、 航空運賃等）  

第15条 国内出張の鉄道賃、 船賃の額は、 その乗車船に要する 運賃及び料金の額によ る 。  

２  運賃の等級がある 場合には、 普通席の運賃によ る 。 ただし 、 列車寝台については、 寝台Ｂ 下の額

と する 。  

３  必要によ り 急行、特急を 利用する 場合は、次の各号の基準によ り 、その料金を 支給する 。ただし 、

急行料金及び特急料金の割引がある 場合は、 その割引額によ る 。  

( １ )  急行料金（ 指定席）  急行乗車区間片道50キロ メ ート ル以上 

( ２ )  特急料金（ 指定席）  特急乗車区間片道100キロ メ ート ル以上 ただし 、 片道の鉄道乗車距離

が100キロ メ ート ル以上の場合は、 特急乗車区間片道50キロ メ ート ル以上 

４  前項の規定にかかわら ず、 所属長又は予算単位責任者（ 個人研究費において は、 当該教員） （ 以

下「 所属長等」 と いう 。 ） から 申請があっ たと き は、 次の各号によ り 支給する 。  

( １ )  特急料金（ 新幹線を 含む） ： ①泊数を 短縮又は省略で き る 場合 ②その他特に必要と 認めら

れる 場合 

( ２ )  寝台料金： 特に必要と 認めら れる 場合 

５  航空機の利用は、 次の各号のいずれかに該当する 時にその料金を 支給する 。  

( １ )  航空機搭乗距離が片道500キロ メ ート ル以上の場合 

( ２ )  航空機搭乗距離が片道500キロ メ ート ル未満で あっ て も 鉄道賃、 船賃よ り 低額の場合 

( ３ )  所属長等から 申請があり 、 かつ①泊数を 短縮又は省略で き る 場合 ある いは②その他特に必

要と 認めら れる 場合 

６  航空機を 利用する と き の運賃は、 原則と し て普通席の割引運賃によ る 。  

７  第３ 項から 第５ 項にかかわら ず、 所要時間の短縮ができ 、 かつ所属長等から 特別な理由の申請が

あっ たと き は、 最も 経済的な 経路及び方法と 異なる 経路及び方法によ る こ と がで き る も のと し 、 そ

の経路及び方法に実際に必要な 額を 加算支給する こ と ができ る 。  

８  「 タ ク シー」 使用について は、 出張の地域に公共交通機関がな い場合、 交通事情及び用務の緊急

度な ど やむを 得ない場合に限り 、 領収書の提出によ り 事後に支給する 。  

９  学園自動車を 使用する 場合の旅費は、 別表( １ ) に基づく 、 日当、 宿泊料のみを 支給する 。  

10 通勤手当と し て 定期乗車券相当額を 支給さ れて いる 区間の乗車賃は、 支給し ない。  

（ 日当）  

第16条 日当は、 出張日数に応じ 、 別表( １ ) の基準によ り 支給する 。  
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（ 宿泊料）  

第17条 宿泊料は、 宿泊夜数に応じ て 、 別表( １ ) の基準によ り 定額を 支給する 。 ただし 、 本学園の宿

泊施設を 使用し た場合又は出張者から 申請があっ た場合には、別表( １ ) の宿泊料の額を 上限と し て 、

実費を 支給する 。  

２  列車寝台を 利用せず、 車中泊し た時は、 宿泊料の３ 割額を 支給する 。  

３  食事付の船舶旅行について は、 宿泊料を 支給し な い。  

（ 日帰り 出張）  

第18条 日帰り 出張の場合は、 原則と し て 、 鉄道賃、 バス賃の実費のみを 支給する 。  

ま た、 出張が終日に及ぶ場合は、 別表( ２ ) の日当を 支給する 。  

２  地域を 異にし て 所在し て いる 本学の諸機関への日帰り 出張は、 原則と し て、 前項の規定に定める

鉄道賃、 バス賃の実費のみを 支給し 、 必要に応じ て 、 別表( ２ ) の日当を 支給する 。  

（ 実習、 修学、 見学その他の引率出張）  

第19条 授業及び学校行事と し て実習、 見学又は修学旅行のため、 学生、 生徒、 園児を 引率し て出張

する 場合は、 当該予算の範囲内で本規程の旅費を 次の各号の基準によ り 支給する 。  

( １ )  下見の場合、 国内出張は別表( １ ) 、 ( ２ ) の基準によ り 支給する 。 海外出張は別表( ３ ) の基準

によ り 支給する 。  

( ２ )  当日の場合、 国内出張の日当は別表( １ ) 、 ( ２ ) の基準によ り 支給し 、 交通費、 宿泊料につい

て は、 実費支給と する 。 海外出張の日当は別表( ３ ) の基準によ り 支給し 、 交通費、 宿泊料につい

て は、 実費支給と する 。  

２  教育実習及び博物館実習の巡察のための出張については、 教育実習及び博物館実習の予算の範囲

内で 別表( ２ ) の基準によ り 支給する 。  

３  教養特別講義又は卒業セミ ナーの軽井沢三泉寮生活のため、 大学教員が学生を 引率し て出張する

場合は、 別表( １ ) の基準によ り 支給する 。  

（ 新任者赴任旅費）  

第20条 専任教職員と し て 新たに採用さ れた者が、 赴任によ り 大学近郊に移住する ため、 採用日の前

後１ か月以内に100キロ メ ート ル以上の距離を 転居する 場合には、 赴任旅費を 支給する 。  

２  前項の規定の距離は、 赴任前の住所から 、 本学の勤務地ま での距離又は赴任後の住所ま で の距離

のう ち 少な い方の距離と する 。  

３  赴任旅費の額は、 200, 000円と する 。  

（ 概算前払い及び精算）  

第21条 赴任旅費は、 専任教職員に新たに採用さ れた者の請求によ り 前払いを する こ と ができ る 。  

（ 規程適用の除外）  

第22条 外国から の赴任については適用し な い。  

第３ 章 国外出張 

（ 航空運賃）  

第23条 本邦と 外国（ 公海を 含む。 ） と の間における 旅行及び外国における 旅行（ 以下、 「 国外出張」

と いう 。 ） の航空運賃の額は、 原則と し て エ コ ノ ミ ーク ラ ス の割引運賃によ る 。  

２  次の各号に定める 要件を 全て満たし た場合に限り 、 ビ ジ ネスク ラ ス を 上限と し た上位ク ラ ス利用

運賃を 支給する こ と ができ る 。  

( １ )  別表( １ ) の基準によ る 区分１ に該当する 者で ある こ と 。  

( ２ )  航行時間８ 時間以上（ 乗継を 含まな い単一航路） である こ と 。 こ の場合の航行時間は航空会

社等の発行する 旅程表等に記載さ れて いる 出発時刻及び到着時刻を 基準と し 、 確認のでき る 書類

を 提出する こ と 。  

( ３ )  同一便のエコ ノ ミ ーク ラ ス運賃額（ プ レ ミ ア ムエ コ ノ ミ ーク ラ ス は除く 。 ） よ り も 安価であ

り 、 確認のでき る 書類を 提出する こ と 。  

( ４ )  出張稟議書を 提出し 、 上位ク ラ ス利用について 出張前に決裁を 得る こ と 。  

３  前項の規定において外部資金の場合には、 前項第１ 号から 第３ 号の定めにかかわら ず、 所属長等

の承認を 経て認める こ と がある 。 ただし 、 支出元の支出要件を 満たす場合に限る 。  

４  前２ 項の要件を 満たさ な い場合の取扱いについて は別に定める 。  

（ 鉄道賃、 船賃等）  
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第24条 国外出張の鉄道運賃、 船賃の額は、 次の各号に規定する 運賃、 急行、 特急料金若し く は高速

船料金及び寝台料金（ こ れら のも のに対する 通行税を 含む。 ） によ る 。  

( １ )  運賃の等級を ３ 以上の階級に区分する 線路又は船舶によ る 旅行の場合には、 最下級の直近上

位の級の運賃 

( ２ )  運賃の等級を ２ 階級に区分する 線路又は船舶によ る 旅行の場合には、 下級の運賃 

( ３ )  運賃の等級を 設けな い線路又は船舶によ る 旅行の場合には、 その乗車船に要する 運賃 

２  国外出張で のタ ク シーの使用について は、 出張の地域に公共交通機関がない場合、 交通事情及び

用務の緊急度な ど やむを 得な い場合に限り 、 領収書の提出によ り 事後に支給する 。  

（ 日当、 宿泊料）  

第25条 国外出張の日当の額は、 旅行先の区分に応じ 別表( ３ ) の基準によ り 支給する 。  

２  国外出張の宿泊費の額は、 別表( ３ ) の基準によ り 定額を 支給する 。 ただし 、 出張者から 申請があ

っ た場合には、 別表( ３ ) の宿泊料の額を 上限と し て 、 実費を 支給する 。  

３  前項の規定にかかわら ず、 出張先における 社会情勢や治安等の特別な事情によ り 別表（ ３ ） の基

準で 出張する こ と が困難な 場合には、 所属長及び予算単位責任者の承認を 経て規定額を 超えた宿泊

料を 支給する こ と ができ る 。 支給額の上限は、 別に定める 。  

４  第17条第２ 項及び第３ 項は、 国外出張の場合について準用する 。  

５  機中泊と な る 場合は、 日当はＢ 地域の額を 適用し 、 宿泊費は支給し ない。  

６  １ 日のう ち に日当又は宿泊料について 定額を 異にする 事由が生じ た場合には、 額の多い方の定額

によ る 日当又は宿泊料を 支給する 。  

第４ 章 準用 

（ 準用）  

第26条 役員については、 本規程を 準用し 又は別途定める こ と がで き る 。  

２  学長の職にある 者について は、 別に定める 「 学長の出張に関する 内規」 によ る 。  

３  客員教員、 非常勤講師及び契約職員については、 本規程を 準用する 。  

４  前項の規定にかかわら ず、 出張先の用務遂行を 目的と し て 契約職員を 雇用する 場合には、 通勤手

当支給細則によ る 。  

（ 教職員以外の者に対する 旅費）  

第27条 本学教職員以外の者が本学の依頼又は要求に応じ 旅行する 場合には、 その者に対し 、 用務の

内容、 旅行を 受けた者の学識経験、 社会的地位等を 考慮し て 、 当該者を こ れと 同等と 認めら れる 教

職員相当の支給区分によ り 旅費を 支給する 。  

２  前項の規定は、 国内居住者を 本学に招聘する 場合について 準用する 。  

３  国外居住者を 本学に招聘する 場合については、 鉄道賃、 船賃、 航空運賃について は第１ 項を 準用

し 、 日当及び宿泊料について は、 宿泊料のみと し て 別表( ４ ) を 適用する 。  

４  前２ 項にかかわら ず、本学に招聘する 者が、その社会的地位によ り 特段の配慮が必要な場合には、

常任理事会の議を 経て、 理事長の決裁によ り 別途定める こ と ができ る 。  

５  第１ 項の者が本学学生で ある 場合には、 別に定める 。  

（ 改廃）  

第28条 こ の規程の改廃は、 理事長が行う 。  

附 則 

１  削除 

２  本規程は、 昭和39年４ 月１ 日よ り 施行する 。  

附 則 

本規程は、 昭和45年６ 月１ 日よ り 一部改正施行する 。  

附 則 

本規程は、 昭和48年６ 月１ 日よ り 一部改正施行する 。 ただし 赴任旅費に関する 、 改正（ 第21条から

第26条） は、 昭和48年４ 月１ 日よ り 実施する 。  

附 則 

本規程は、 昭和50年７ 月１ 日よ り 一部改正（ 別表等） 実施する 。  

附 則（ 国外出張に適用する 改正）  

本規程は、 昭和52年４ 月１ 日よ り 実施する 。  
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附 則（ 別表( １ ) ( ２ ) の改定に伴う 改正）  

本規程は、 昭和56年４ 月１ 日よ り 実施する 。  

附 則（ 第７ 条第３ 項第４ 項の改正）  

本規程は、 昭和61年７ 月１ 日よ り 施行する 。  

附 則（ 別表( １ ) ( ２ ) 等の改正）  

本規程は、 昭和63年５ 月１ 日よ り 施行する 。  

附 則（ 別表( １ ) ( ２ ) の改正）  

本規程は、 平成元年４ 月１ 日よ り 施行する 。  

附 則（ 別表( １ ) の改正）  

本規程は、 平成３ 年４ 月１ 日よ り 施行する 。  

附 則（ グリ ーン 料金の廃止等）  

本規程は、 平成14年10月１ 日よ り 施行する 。  

附 則（ 学則改正（ 准教授、 助教） 等に伴う 改正）  

本規程は、 平成19年４ 月１ 日よ り 施行する 。  

附 則（ 航空機利用基準の改正、 諸車代の廃止及び国外出張の改正等）  

１  本規程は、 平成20年４ 月１ 日よ り 施行する 。  

２  前項に拘わら ず、 第20条から 第22条は、 平成21年３ 月31日ま で の赴任者には、 従前の規程を 適用

する 。  

附 則（ 航空機利用基準等の変更に伴う 改正）  

本規程は、 平成30年７ 月１ 日よ り 施行する 。  

附 則（ 学長の出張に関する 内規制定に伴う 改正）  

本規程は、 2024年３ 月１ 日よ り 施行する 。  

附 則（ 海外出張の引率及び航空機利用基準の見直し 等に伴う 改正）  

本規程は、 2024年４ 月１ 日よ り 施行する 。  

附 則（ 国外出張における 宿泊料の特別措置に伴う 改正）  

１  本規程は、 2024年８ 月１ 日よ り 施行する 。  

２  前項の規定にかかわら ず、 第25条第３ 項の規定は、 2024年４ 月１ 日から 2024年７ 月31日ま でに出

発し た国外出張にも 適用する 。  

別表( １ )  

  

   
区分 

日当 宿泊料  

   （ １ 日につき ）  （ １ 夜につき ）   

 １  教授、 准教授、 校・ 園長、 副校長、 教頭、 教諭１

級、 職員１ ～３ 級 

円 円

  2, 600 13, 100

２  講師、 助教、 助手、 教諭２ 級、 職員４ ～７ 級 2, 560 11, 100

別表( ２ )  

  

 出張目的 第18条（ 日帰り 出張）  第19条２ 項（ 教育・ 博物館実習）   

 区分 交通費 日当 交通費 日当 合計  

     円 円 円 円

１  実費 980 940 980 1, 920

２  〃 930       

別表２ に定める 日当は、 正午を ま たぐ 出張又は１ 日７ 時間を 超える 出張に対し て 支給する 。  

別表( ３ )  

（ 単位： 円）  

  

職名 区分１  区分２   

 日当・ 宿泊料の別 日当 宿泊料 日当 宿泊料  

 出国する 日から 入国する 日ま で の単 Ａ 地域 7, 200 22, 500 6, 200 19, 300
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価 Ｂ 地域 6, 200 18, 800 5, 200 16, 100

同一地域にお

ける 滞在日数

が32日以上に

な る 場合 

32日から 61日ま で に係

る 単価 

Ａ 地域 6, 500 20, 200 5, 600 17, 400

Ｂ 地域 5, 600 16, 900 4, 700 14, 500

62日以上に係る 単価 Ａ 地域 5, 800 18, 000 5, 000 15, 400

  Ｂ 地域 5, 000 15, 000 4, 200 12, 900

地域の区分は次表のと おり と する 。  

  

 区分 国・ 地域・ 都市名  

 Ａ 地域 シ ン ガポール ロ ス・ アン ジ ェ ルス  ニュ ー・ ヨ ーク  サン ・ フ ラ ン シス コ  ワシ

ン ト ン  ジ ュ ネーブ  ロ ン ド ン  モ ス ク ワ パリ  ア ブ ・ ダビ ー ジェ ッ ダ ク ウ

ェ イ ト  リ アド 及びアビ ジ ャ ン  

 

 Ｂ 地域 Ａ 地域以外の地域  

別表( ４ )  

（ 単位： 円）  

  

滞在日数31日ま で に係る １ 日当たり 単価 18, 000

滞在日数32～61日ま でに係る １ 日当たり 単価 16, 200

滞在日数62日以上に係る １ 日当たり 単価 14, 400

 


